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１ 保護管理すべき鳥獣 
ニホンジカ（Cervus nippon。以下「シカ」という。） 

 
２ 計画の期間 

計画の期間は、上位計画である第 11 次鳥獣保護事業計画との整合を図るため、平成

25 年 11 月 15 日から平成 29 年 3 月 31 日までとする。 

 
３ 対象地域 

岩手県全域とする。ただし、国指定鳥獣保護区（日出島、三貫島）の地域を除く。 

 
４ 計画作成の背景と目的 
（1）計画作成の背景 

① 五葉山地域（大船渡市、陸前高田市、住田町及び釜石市。以下同じ。）のシカは、明治

時代から昭和初期にかけての乱獲により著しく生息数が減少したため、県では関係機関

と連携し、捕獲禁止をはじめとする各種の保護施策を実施した。 

その結果、生息数が回復、更には増加に転じたため、昭和 60 年代から農林産物への被

害が社会問題化し、増加した地域個体群による自然植生などの生態系への影響も懸念さ

れるようになってきた。 

② このような状況を踏まえ、県では副知事を委員長とするシカ対策委員会（平成２年）

や学識委員によるシカ保護管理検討会（平成６年）を設置し、総合的な対策に取り組ん

できた。 

平成 12 年には、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づく特定鳥獣保護管理

計画「五葉山地域のシカ保護管理計画」（計画期間：平成 12 年 11 月～平成 14 年３月、

計画対象地域は５市町）を策定し、保護管理対策を強化してきた結果、農林業被害額は

平成５年度の６億７千５百万円をピークに、その後減少してきた。 

③ 一方、シカの生息域は五葉山地域からその周辺に拡大していたことから、平成 14 年に

計画対象地域 15 市町村に拡大した「第二次五葉山地域のシカ保護管理計画」（計画期間：

平成 14 年 11 月～平成 19 年３月、以下「第２次計画」という。）を策定し、各種保護管

理対策に取り組んできたが、適正生息数を上回る頭数が生息していることや農業被害が

増加傾向を示していること、第２次計画の対象区域外でもシカの生息が確認されている

ことから、平成 19 年に計画対象地域を全県に拡大した「第３次シカ保護管理計画」（計

画期間平成 19 年 11 月～平成 25 年３月、以下「第３次計画」という。）を作成し、各種

保護管理施策に取り組んできた。 

※第３次計画の計画期間は、当初、平成 24 年３月までであったが、平成 23 年３月に発

生した東日本大震災の影響により、次期計画策定に係る生息状況調査等の延期が余儀な

くされたことから、計画期間を１年間延長し、平成 25 年３月までとしたものである。 

④ 平成 25 年 3 月に五葉山地域における生息数調査を実施した結果、生息数が増加してお

り、また、生息域の全県域への拡大に伴い、農業被害も増加拡大していることから、引

き続き保護管理事業を推進するため「第４次シカ保護管理計画」を作成するものである。 

 
（2）計画作成の目的 

本県に生息するシカについて、科学的・計画的な保護管理を実施することにより、地域

個体群の健全な維持、農林業被害等の低減、生息域拡大の抑制を図り、人とシカとの共生

に資することを目的とする。 
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５ シカに関する現状 
（1）生息状況 

① 生息分布 

 シカの生息分布状況は、捕獲情報や目撃情報によると、近年、県北部や北上川の西

部においても確認されており、この数年の間にシカの分布が、ほぼ県内全域に拡大し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 生息数 

 五葉山地域の４市町及び遠野市の東部を含む約 880km2 の地域において、ヘリコプタ

ーを使用した直接観察法による生息数調査を実施しており、これまでの調査結果に基

づく推定生息数は【表 1】のとおりである。 

平成 25 年３月の調査結果によると、推定生息数は平成 19 年 3 月の調査時を上回る

結果となった。 

【表１】生息数調査結果                      （単位：頭） 

調査年月 平成５年３月 平成９年３月 平成 12 年３月 平成 19 年３月 平成 25 年 3 月

推定生息数 
8,500 

（最尤法推定値） 
7,800～9,200 7,700～8,800 5,000～7,100 7,400～11,100

 

（2）捕獲状況 

平成 10 年度以降のシカの捕獲状況は、【図３】のとおりである。 

五葉山地域とそれ以外の区域（侵出抑制地区）に区分し、五葉山地域については個体数

管理をおこなってきた。 

五葉山地域においては、第２次計画期間中は平均捕獲頭数 1,041 頭に対し、第３次計画
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期間中は約 1,563 頭と第２次計画期間中を上回る頭数が捕獲された。 

侵出抑制地区については、年々捕獲数が増加しており、平成 10 年度の９頭に対し、平成

24 年度は 1,483 頭捕獲されている。 

平成 23 年３月の原発事故の影響により、岩手県の県南地域を中心に、シカ肉から基準値

を超える放射性物質が検出されており、平成 23 年度は狩猟による捕獲頭数が減少している。 

平成 24 年７月に全県を対象としたシカ肉の出荷制限指示があり、狩猟による捕獲頭数の

更なる減少が見込まれたことから、適切な個体数管理のため、狩猟期間に県による捕獲を

実施し、平成 24 年度は前年度の２倍を超える 4,240 頭の捕獲となった。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
（3）狩猟者の動向 

  捕獲の担い手である狩猟者数は年々減少傾向を示しており【図４】、高齢化も進んでいる。 

  特に 60 歳以上の占める割合が、平成 22 年度以降に 6 割を超えており【図５】、今後、捕

獲の担い手の急激な減少が懸念される。 

  なお、わな猟免許の所持者数は、平成 19 年度以降増加傾向を示している【図６】。 
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（4）被害状況 

① 林業被害 

 シカによる林業被害は、主にスギ、カラマツなどの造林木の芽や葉及び原木しいた

けの食害である。被害額は平成５年度の６億 5,300 万円（実損面積：547ha）をピーク

に、その後は減少が進み、平成 11 年以降 1,000 万円から 4,000 万円で推移し、平成

24 年度は 577 万円となっている【図７】。 

これは新植造林面積の縮小に伴い食害を受けやすい幼齢林（Ⅰ・Ⅱ齢級林、10 年生

以下の幼木）が減少していることなどが要因の一つと考えられる。 

  林業被害防止対策として、補助事業を活用した侵入防止柵の設置や忌避剤の散布が

実施されている。 

② 農業被害 

 シカによる農業被害は、水稲、野菜、飼料作物及び豆類などの食害である。被害額

は昭和63年度から平成４年度まで5,000万円前後で推移し、その後800万円から2,000

万円程度まで減少した。平成 14 年以降増加傾向を示し、平成 20 年度以降は 15,000 万

円前後で推移し、平成 24 年度は 28,000 万円と急激に増加している【図７】。 
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また、生息域の拡大に伴い、農業被害発生市町村数が増加している【図８】。 

  農業被害対策のため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置

に関する法律（平成 19 年 12 月 21 日法律第 134 号）（以下「鳥獣被害防止特措法」と

する。）が平成 19 年に施行され、市町村は、鳥獣被害防止特措法に基づき作成する被

害防止計画により、侵入防止柵の設置などの被害防止対策を実施している。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

（5）自然植生への影響 

早池峰山の周辺地域等において、シカの生息数が増加しており、早池峰山の高山植物等

に食痕が確認されるなど、自然植生への影響が懸念されている。 
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６ 第３次計画における取組の検証 

（1）個体数の低減 

 これまで、五葉山地域におけるシカの個体数低減を図るため、平成 19 年 3 月に調査した

推定生息数に基づき捕獲目標を設定のうえ、狩猟規制緩和等により捕獲を推進し、毎年、

ほぼ捕獲目標を達成してきたが、平成 25 年３月に実施した生息数調査の結果、生息数が増

加傾向を示す結果となった【表１】。 

 環境省が定めた「特定鳥獣保護管理計画作成のガイドライン（ニホンジカ）」によると、

現在利用されている主な個体数推定手法は、多くの場合、生息密度・生息数を過小に評価

する傾向にあり、捕獲目標自体がシカ個体数を減らすほどの規模となっていないことや、

乱獲を警戒し、徐々に減らそうとする計画であるため、モニタリングによっても個体群の

変化を直ちに把握できず、目標や計画の修正が大幅に遅れてしまうことが多いとされてい

る。 

平成 25 年３月に実施した生息数調査の結果、個体数が増加傾向を示している状況を見る

と、当県においても同様な状況となっているものと推測される。 

 

（2）生息域拡大の抑制 

生息域の拡大を抑制するため、五葉山地域以外を侵出抑制地区と位置付け、狩猟規制の

緩和を行い、狩猟による捕獲の推進を図ってきたが、ほぼ全県で生息が確認される結果と

なった。 

生息域拡大を抑制するためには、侵入初期段階の対応が重要であるが、その段階はシカ

の生息密度が低いことから、効果的な捕獲が難しく、また、被害が軽微であり顕在化しな

いことや目撃機会が少ないこと等から地域の危機意識の高まりも十分でないことが多く、

対応が遅れる結果となった。 

また、侵出抑制地区として広大な面積を一つの区域に区分していたが、生息域の拡大が

進行するにつれ、様々な生息状況が混在することとなり、生息状況に応じたきめ細やかな

対応が必要となった。 

 

（3）生息状況の把握 

 シカの生息域の中心である五葉山地域では、個体数管理のためヘリコプター調査による

生息数の把握を実施してきた。 

それ以外の地域では、目撃情報の収集による生息域の把握を中心として実施してきたが、

生息域拡大や生息数増加に伴い、生息数を把握及び計画的な個体数管理が必要な状況とな

った。 

なお、五葉山地域で実施してきたヘリコプター調査を全県に拡大して実施することは経

費や労力の面から困難であり、県内全域の生息数を把握するためには、新たに広大な県土

に峻厳な地形を有する本県に適合的な個体数推定手法の確立が必要である。 
 また、野生動物の個体数推定には、常に不確実性が存在しており、着実な個体数低減を

図るためには、継続的なモニタリング調査により生息状況の推移を把握し、個体数管理の

実施状況を検証する必要があることから、生息域の拡大に対応したモニタリング調査の実

施が必要である。 
 

７ 保護管理の目標 

（1）基本目標 

長期的には、地域個体群を健全に維持しつつ、農林業被害等の軽減を図り、人とシカと
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の共生を目的とするが、シカの生息数の増加や生息域の拡大により、農林業被害の継続的

な発生や被害地域が拡大していることを踏まえ、短期的な目標として、本計画期間の目標

を次の通りとする。 

① 捕獲の強化による農林業被害の早急な軽減と自然植生被害の抑制 

② 侵入初期段階における早期の対応による生息域及び農林業被害の拡大の抑制 

③ 生息域の拡大に対応したモニタリング調査の実施と個体数推定手法の確立 

 

（2）目標を達成するための施策の基本的な考え方 

シカの生息数が増加傾向を示していることから、早急に、生息数の減少に必要な捕獲数

を確保していく必要がある。五葉山地域以外においては、生息数や生息密度など生息状況

を示す数値が不明であり、計画的な個体数管理の実施が困難であることから、当面、最大

限の捕獲努力による強力な捕獲圧を加えたうえで、モニタリング結果を見ながら捕獲圧を

調整する。なお、効果的に生息数を減少させるため、メスジカの捕獲を推進する。 

※生物多様性確保の観点から絶滅させることがないよう、暫定的に IUCN（国際自然保護連合）の

基準を参考とし、五葉山地域における生息数が 1,000 頭を下回らないようにする。 

また、個体数管理だけでは、農林業被害を早急に軽減することが困難であることから「個

体数管理」に加え、「被害防除対策」及び「生息環境管理」の各種対策を総合的に実施する。 
併せて、効果的かつ継続的に対策を実施するためには地域主体の取組が欠かせないこと

から「地域ぐるみの被害防止対策」の体制整備を促進する。 
 

８ 目標を達成するための対策 

（1）地域区分 

  本県におけるシカの生息状況は全県一様ではなく、被害状況等も地域により異なってい

ることから、各地域の実態に応じた保護管理を進めるため、分布状況等から一定程度の移

動障害となっていると考えられる大規模な河川をもって大きく３つに区分する【表２】、【図

10】。 

さらに、生息状況や歴史的経過から見て、岩手県における生息分布の中心である五葉山

地域の区分も設定するものとする。 

【表２】地域区分 

区分 区域 

 ①五葉山地域 大船渡市、陸前高田市、住田町、釜石市 

②北上高地南部地域 閉伊川、北上川に囲まれた区域 

③北上高地北部地域 閉伊川、北上川、馬淵川(平糠川) 

④奥羽山脈地域 北上川、馬淵川(平糠川)以西の区域 
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（2）各地域区分の対策目標等 

 生息状況等に応じて、対策の目標等が異なることから、各地域区分に目標等を設定する

ものとする【表３】。 
なお、各地域区分内にも様々な生息状況が混在している場合があるので、画一的な運用

とならないよう各地域の生息状況や被害状況に応じた対策を講じるものとする。 

【表３】地域区分別の対策目標及び重点対策 

地域区分 生息状況等 目標 重点対策 

北上高地

南 部 

高 密 度 

段 階 

・生息数の多い状態が継続 

・被害が恒常的に発生 

・早急な個体数低減 

・被害の軽減 

捕獲圧の強化と 

農地周辺の定着解消 

北上高地

北 部 
定着段階 

・定着が進み、徐々に生息数が

増加し、急増地域も発生 

・被害も徐々に増加 

・生息域の拡大防止 

・被害の拡大防止 

生息数増加地域の解消と

被害への早期対応 

奥羽山脈 
侵入初期 

段 階 

・近年、目撃情報が寄せられ始

めた地域 

・定着防止 

・被害の発生防止 
早期発見と早期対応 

 

（3）個体数管理 

① 狩猟による捕獲の促進 

狩猟による捕獲を促進するため、以下のとおり狩猟規制の緩和を行う。 

ア 狩猟期間の延長 

シカに係る狩猟期間を以下のとおり延長する。 

平成 25 年度  ：11 月 15 日から３月 31 日まで 

平成 26 年度以降：11 月１日から３月 31 日まで 
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※狩猟者登録事務手続きの関係で、狩猟期間の開始日を 11 月１日に延長するこ

とは平成 26 年度からの施行とする。 

イ 捕獲数制限の緩和 

  １日１人当たりの捕獲制限を設けないこととする。 

ウ シカ肉の放射性物質検査の実施 

 原発事故の影響により、シカ肉から放射性物質が検出され、狩猟意欲の減退につ

ながっていることから、シカ肉の放射性物質検査を行い、狩猟者等に対し各地域で

の検出状況について情報提供を行う。 

② 有害捕獲の効果的な実施 

被害発生状況（場所、程度、時期等）を把握し、効果的かつ効率的な有害捕獲を推

進する。 

特に農業被害の軽減及び被害発生地の拡大防止のため以下の取組を優先的に実施す

る。 

ア 農地周辺のシカの定着解消 

農地周辺に定着したシカによる継続した農業被害が発生している地域においては、

農業被害の軽減に向けて、シカの定着解消のため農地周辺での有害捕獲を優先的に

実施する。なお、銃器の使用が困難な農地周辺等においては、わなを使用した捕獲

を推進する。 

イ 地域ぐるみの捕獲体制の整備 

農地周辺においてわなを使用した捕獲には、こまめな見回り等が必要であり、狩

猟者や農家等地域住民が一体となった捕獲活動が欠かせないことから、地域ぐるみ

の捕獲体制の整備を推進する。 

ウ 予察捕獲の推進 

被害が発生しない地域であっても、生息状況を踏まえ、予察捕獲（被害を未然に

防止するために実施する有害捕獲）により、有害捕獲を推進する。 

③ 捕獲の担い手の確保・育成 

狩猟者の減少や高齢化は、野生鳥獣の保護管理の円滑な実施に支障をきたすおそれ

があることから、狩猟者の確保に向けて狩猟に対する県民の関心の喚起や狩猟免許を

取得しやすい環境整備等の取組を推進するとともに、狩猟免許取得後の技術向上に向

けて講習会を開催する等関係機関等と連携を図りながら、狩猟者の確保・育成を推進

する。 

また、鳥獣被害防止対策実施隊の設置を推進し、有害捕獲の実施体制の整備を図る。 

 
（4）被害防除対策 

  ① 農林業被害対策 

ア 侵入防止柵の設置の推進 

農林業被害の低減を図るためには、個体数管理だけでは困難なことから、侵入防

止柵設置を中心とした被害防除対策を推進する。 
なお、設置された侵入防止柵の破損箇所からシカが侵入することから、適切な維

持管理に努めるとともに、侵入防止柵の設置に当たっては、維持管理のしやすさを

考慮するものとする。 
   イ 地域ぐるみの被害防止体制の整備 

効果的かつ継続的に被害防除対策を行うためには、地域住民からの生息情報や被

害情報の収集、面的な侵入防止柵の設置、侵入防止柵設置後の継続的な維持管理な
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ど地域が一体となった取組みが重要であることから、地域ぐるみの被害防止体制の

整備を促進する。 

② 自然植生被害対策 

早池峰山の高山植物が被害を受ける危険性が高まっていることから、生息数が増加

している周辺部において、関係機関が連携して捕獲圧を高め、個体数低減に努めると

ともに、目撃情報や被害情報の収集を継続し、高標高部への侵入を注視していく。 

 
（5）生息環境管理 

  ① シカを寄せ付けない環境づくり 

鳥獣が生息する山林と農地との間に鳥獣が身を隠すことのできない見通しの良い緩

衝帯を設置するなど、人と鳥獣の棲み分けを進めることが重要であることから、シカ

の隠れ家等となる耕作放棄地や農地に隣接したやぶの刈払いを推進する。 
  ② 個体数増加の防止 

草地造成や森林伐採、放棄され草地化した農地、法面等の緑化により作り出された

草地は、餌量の多い環境となっていることから、個体数の急激な増加の引き金となり、

草地周辺において高密度化している地域が発生している。 
    効果的に個体数を低減させるため、草地が個体数増加の要因とならないよう関係機

関が連携し、対策を推進する。 

 
（6）モニタリング調査 

保護管理計画の不確実性を補い、科学的かつ計画的な保護管理施策を推進するため、生

息状況や被害状況、生息数等について、モニタリング調査を継続的に実施する。 
モニタリング調査の結果をもとに保護管理対策の評価を行うとともに、保護管理計画に

反映（フィードバック）させる。 
これまでのモニタリング調査は、五葉山地域を重点的に実施してきたが、生息域の拡大

に対応するため、モニタリング調査を県内全域に拡大して実施する。 

【表４】モニタリングの内容 

項 目 内 容 

① 捕獲情報の収集 狩猟及び有害捕獲の捕獲報告票から捕獲数、捕獲場所、目

撃効率、捕獲効率を把握することにより、個体数の増減、分

布状況の指標とする。 

② 目撃情報の収集 目撃情報を収集することにより、分布状況の指標とする 

③ 生息密度の把握 区画法や糞塊法により生息密度の変化を把握し、個体数の

増減の指標とする。 

④ 植生の被食状況の

把握 
植生（ササ）の被食状況を把握し、分布状況や自然植生へ

の影響の指標とする。 

⑤ 捕獲個体等の分析 狩猟及び有害捕獲された個体について、年齢・栄養状態を

分析し、個体群状況の指標とする。 

⑥ 被害状況等の把握 農林業被害状況及び被害防除対策の実施状況等を把握 

 
（7）個体数推定手法の確立 

県内全域を対象とした計画的な個体数管理の実施に向けて、広大な県土に峻厳な地形を

有する本県に適合的な個体数推定手法を確立する。 
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  なお、手法の確立に当たっては、最新の統計解析技術を用いた精度の高い個体数推定手

法など先進研究事例等を参考にするものとする。 

 
９ 計画の実施体制及び普及啓発等 

保護管理計画の目的を達成するため地域住民の理解と協力を得ながら、県、市町村及び

関係団体等の密接な連携のもとに、個体数管理、被害防除対策及び生息環境管理等の保護

管理施策の実施に取り組む。 

 (1) 各機関・団体等の果たす役割 

① 県 

 県は、保護管理計画の作成及び見直し、狩猟の促進など各種保護管理施策の実施や

モニタリング、個体数推定手法等の調査研究を行うとともに、実施結果の取りまとめ

や分析を行う。 
 また、シカの生態や被害防除方法等について情報収集し、市町村や農林業関係団体

等に提供する。 
② 市町村 

 市町村は、鳥獣被害防止特措法に基づく被害防止計画を作成し、地域の状況に応じ

た有害捕獲や防護網設置等の被害防除対策及び生息環境管理を関係団体と連携のうえ、

総合的に実施する。なお、効果的かつ効率的な被害防止対策のため、被害発生地及び

被害状況等の把握に努める。 
また、地域が一体となった被害防止対策を推進するため、地域住民や県関係部局と

連携し、体制づくりに取り組む。 
③ 狩猟者団体  

 個体数管理に重要な役割を担う狩猟者団体は、保護管理計画に沿った狩猟捕獲の推

進に努めるとともに、効果的な有害捕獲の実施について市町村等を支援する。 
 また、県が行う捕獲・生息状況及び捕獲個体調査等のモニタリングに協力する。 

④ シカ保護管理検討委員会 

 学識経験者、行政機関及び関係団体等で構成するシカ保護管理検討委員会は、保護

管理計画の作成及び見直し並びに各種保護管理施策について、必要な検討及び助言を

行う。また、県が行うモニタリング結果の評価・分析を行う。 

 
(2) 普及啓発 

保護管理計画を適切に推進するためには、本計画の内容について広く県民に周知を図

る必要がある。特に、シカの分布が拡大している地域において農林業被害の発生を予防

するためには、シカの生態や効果的な防除方法、未利用草地等の生息環境管理について

の普及啓発が重要である。 
このため、県、市町村及び関係団体等が連携し、研修会の開催や各種広報媒体等の活

用を通じて普及啓発に努める。 

 
(3) 人材の確保育成 

狩猟や有害捕獲といった個体数管理の重要な担い手である狩猟者が減少・高齢化して

いることから、県、市町村及び狩猟者団体が連携を図りながらその確保・育成に努める。 
また、地域ぐるみの被害防止対策を効果的に行うため、鳥獣の生態や被害防止技術を

理解し、的確な対策を実践・指導できる地域リーダーの確保・育成に努める。 



平成２５年度のシカ保護管理対策（案）について 

１ 地域区分                                    

（1）地域区分 

区分 区域 

 ①五葉山地域 大船渡市、陸前高田市、住田町、釜石市 

②北上高地南部地域 閉伊川、北上川に囲まれた区域 

③北上高地北部地域 閉伊川、北上川、馬淵川(平糠川) 

④奥羽山脈地域 北上川、馬淵川(平糠川)以西の区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）各地域区分の対策目標等 

 生息状況等に応じて、対策の目標等が異なることから、各地域区分に目標等を設定するものとする。 

なお、各地域区分内にも様々な生息状況が混在している場合があるので、画一的な運用とならない

よう各地域の生息状況や被害状況に応じた対策を講じるものとする。 

地域区分別の対策目標及び重点対策 

地域区分 生息状況等 目標 重点対策 

北上高地

南 部 

高 密 度 

段 階 

・生息数の多い状態が継続 

・被害が恒常的に発生 

①早急な個体数低減 

②被害の軽減 

捕獲圧の強化と 

農地周辺の定着解消 

北上高地

北 部 
定 着 段 階 

・定着が進み、徐々に生息数が増

加し、急増地域も発生 

・被害も徐々に増加 

①生息域の拡大防止 

②被害の拡大防止 

生息数増加地域の解消と被

害への早期対応 

奥羽山脈 
侵 入 初 期 

段 階 

・近年、目撃情報が寄せられ始め

た地域 

①定着防止 

②被害の発生防止 
早期発見と早期対応 

資料№２ 



２ 個体数管理                                         

（1）捕獲目標 

 シカの生息数が増加傾向を示しており、早急に、生息数の減少に必要な捕獲数を確保するため、

捕獲を強化することとし、平成 25 年度の捕獲目標を以下のとおりとする。 

捕獲目標を達成できるよう、関係機関が連携して、最大限の捕獲圧をかけることとする。 

   なお、捕獲に当たっては、効果的に個体数を低減するため、メスジカの積極的な捕獲に努めるこ

ととする。 

    

（2）狩猟による捕獲の促進 

①狩猟規制の緩和 

 狩猟による捕獲を促進するため、以下のとおり狩猟規制を緩和する。 

 

※第 2次計画の計画地域は別紙参照 

②休猟区等の見直し 

休猟区や鳥獣保護区等がシカの逃げ場となっており、シカ捕獲の妨げとなっているとの意見がある

ことから、地域の意見等を聴きながら、必要に応じて見直しを進める。 

 

③シカ肉の放射性物質検査の実施 

   原発事故の影響によりシカ肉から基準値を超える放射性物質が検出され、狩猟意欲の減退につな

がっていることから、シカ肉の放射性物質の検査を行い、狩猟者等に対し各地域での検出状況につ

いて、情報提供を行う。 

H25捕獲目標 H24捕獲実績 増加率 備考

7,700頭 4,240頭 －

五葉山地域 5,000頭 2,757頭 1.81
　推定生息数の11,100頭を３年間で低減するよう

に、個体数推移シュミレーションにより算出

それ以外 2,700頭 1,483頭 －
　推定生息数が分からないことから、五葉山地域の

増加率を準用して設定

H25捕獲目標

内

訳

全県

第２次計画 第３次計画 第３次計画 第４次計画

(H14.11策定) (H19.11策定) (H21変更) (H25.11施行)

計画地域※ 全県下 全県下 全県下

12月1日～2月末日 　11月15日～2月末日 　同左 　11月15日～3月末日

計画地域外

12月1日～2月15日

1日1人当たり捕獲頭数 1日1人当たり捕獲頭数 1日1人当たり捕獲頭数 1日1人当たり捕獲頭数

・個体数調整地区1頭 ・個体数調整地区2頭 ・個体数調整地区3頭 　制限を設けない

　(オス又はメス1頭) 　(オスは1頭以内) 　(オスは1頭以内)

・侵出抑制地区2頭 ・侵出抑制地区3頭 ・侵出抑制地区5頭

　(オスは1頭以内) 　(オスは1頭以内)

・計画地域外1頭(オス)

狩猟規制の緩和内容

項  目

シカの狩猟期間延長

捕獲数制限の緩和

H20 H21 H22 H23 H24 H25予定

件数 105 83 60 60 12 15

面積 235,312 183,617 144,123 144,123 28,694 30,508

休猟区数の推移（単位：件、ha）



 

④狩猟頭数の減少に対応した捕獲の実施 

狩猟頭数の減少に対応し、狩猟による捕獲促進のため、県が公益社団法人岩手県猟友会に捕獲を委

託して実施する。 

 

   ※Ｈ24 対象：6市町村（大船渡市、陸前高田市、住田町、釜石市、遠野市、一関市） 

シカ肉から基準値を超える放射性物質が検出された市町村 

 

（3）有害捕獲 

被害軽減及び被害発生地の拡大防止のため、以下のとおり有害捕獲を実施する。 

実施に当っては、被害発生状況（場所、程度、時期等）を把握し、効果的かつ効率的な有害捕獲を

推進する。 

特に農業被害が継続して発生している地域においては、農地（被害発生地）周辺において、重点的

な捕獲に努める。また、生息域が拡大している地域においては、被害を未然に防止するため、予察捕

獲を推進する。 

①有害捕獲実施計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25予定

検体数 22 52 73

シカ肉の放射性物質検査検体数（単位：件）

Ｈ24実績 Ｈ25予定

捕獲数 2,238 2,300

対象地域 6市町村 全県

狩猟期間中の県委託による捕獲

大船渡

市

陸前

高田市
住田町 釜石市

緊急雇用事業

(シカパトロール)
国 市町村 150 150 0 150

鳥獣被害防止緊急

捕獲等対策事業
国 地区協議会 400 250 250 355 1,255 300 40 70 300

頭数

未定
50 100 30 50 30 970 2,225

鳥獣被害防止

総合対策事業

（実施隊一斉捕獲）

国 地区協議会 100 100 30
頭数
未定

30 130

市町村単独事業 市町村 市町村 200 200 400 20 20
頭数

未定
30 5

頭数

未定
75 475

シカパトロール

事業

県＋

市町村

市町村、地

区協議会
50 45 95

頭数

未定

頭数

未定

頭数

未定

頭数

未定
0 95

広域一斉捕獲 県 県 0 0 0

650 400 550 400 2,000 330 40 70 20 300 0 50 20 100 0 30 50 30 5 0 30 1,075 3,075

事業名 小計 計

平成25年度有害捕獲実施計画（市町村別）

雫石町
金ヶ崎

町
小計事業主体財源 紫波町 盛岡市 岩泉町 岩手町 葛巻町一関市 平泉町 奥州市 北上市 花巻市

五葉山地域

遠野市 大槌町 宮古市 山田町

計



②有害捕獲関連対策 

 

③地域一体となった捕獲体制の整備 

 地域一体となった捕獲体制のモデル事例を創出するため、地域ぐるみの捕獲推進モデル事業を遠野

市において実施する。被害状況調査や捕獲技術講習会、フォーラムを開催する。 

 

⑥有害捕獲許可の権限移譲 

シカの有害捕獲許可事務の迅速な対応により住民サービスの向上を図るため、シカの有害捕獲許可

の権限移譲を行っており、平成 25 年 4 月から滝沢村に権限を委譲し、全市町村への権限移譲となっ

ている。 

 

（4）シカ捕獲技術の実証 

  シカの効果的な捕獲方法の導入を検討するため、他県において実施されている犬を用いた捕獲方法

について、実証試験を実施する。（10 月） 

実施内容 事業名 事業主体

大
船
渡
市

陸
前
高
田
市

住
田
町

釜
石
市

遠
野
市

大
槌
町

宮
古
市

山
田
町

一
関
市

平
泉
町

奥
州
市

北
上
市

花
巻
市

紫
波
町

盛
岡
市

岩
泉
町

岩
手
町

葛
巻
町

金

ヶ
崎
町

矢
巾
町

雫
石
町

わな購入 市単独事業
市町村、

地域協議会
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

わな捕獲状況

撮影機材購入

鳥獣被害防止総合対

策事業
地区協議会 ●

生息状況調査
地域ぐるみの捕獲推

進モデル事業
地域協議会 ●

捕獲技術向上研修会

（実施隊、新規取得者）

地域ぐるみの捕獲推

進モデル事業
地域協議会 ●

わな捕獲補助者研修会
地域ぐるみの捕獲推

進モデル事業
地域協議会 ●

H25有害捕獲関連関連実施計画（市町村別）

内容 目的等

●講習会

(1)住民啓発事業

　ハンター育成フォーラム 狩猟についての理解の促進を図り、新たな狩猟者の発掘に取り組む

　地域ぐるみの捕獲推進講習会
地域がどのように捕獲に取組むべきか、他の先進事例を交えた講習会の開催により、

住民意識の醸成を図る

　啓発用パンフレット作成
農家が取組むべき取組やシカ対策の現状に係るパンフレットを作成し、市民の意識啓

発に取り組む。

(2)新たな従事者の確保

　狩猟免許普及講習会 狩猟に興味を持つ農家等を対象に、狩猟の仕組みや試験の概要について講習を行う。

　狩猟免許予備講習会
狩猟免許試験の取得を希望する農家等を対象に予備講習会を開催し、新たな狩猟者の

確保に取り組む。

(3)実施隊の技術向上

　わな捕獲技術向上講習会
実施隊員のわな捕獲技術向上を目的に、設置から捕獲までの一連の講習に取組み、捕

獲率の向上を目指す。

　新人わな研修会
免許取得後間もないわな免許所持者を対象に、設置から捕獲検証までの一連の講習に

取組み、捕獲率の向上を目指す。

(4)わな補助者の確保

　わな補助者向け講習会
免許を持たない農家等を対象にわな補助者として活動できる内容について講習を行う

ことで、補助者の育成に取り組む

●生息状況調査

　糞塊密度調査 市内のニホンジカの生息状況について把握する。

●被害状況調査

　農作物の被害状況調査 市内の農作物の被害状況について把握する。

地域ぐるみの捕獲推進モデル事業実施計画（遠野市）



（5）捕獲の担い手の確保・育成 

①捕獲の担い手対策実施計画 

 

②狩猟免許試験の開催 

 狩猟者確保に向けて、狩猟免許試験の開催回数を昨年度より１回増やし、４回開催する。 

 

 ③狩猟免許試験予備講習会の開催 

狩猟者確保のため、狩猟免許試験の合格率向上を目的に、狩猟免許試験予備講習会を開催する。 

狩猟免許試験の開催回数の増に対応し、狩猟免許試験予備講習会の回数も増加する。 

④鳥獣被害対策実施隊の設置推進 

  有害捕獲等の担い手確保に向けて、市町村の被害防止計画に基づく捕獲等鳥獣被害対策の実践的活

動を担う「鳥獣被害対策実施隊」の設置を推進する。 

⑤東日本大震災で被災した方の狩猟者登録手数料等の免除 

 東日本大震災によりり災した狩猟免許所持者を対象にした手数料の免除を今年度も継続して実施

する。 

 ・狩猟免状再交付手数料（1,000 円） 

 ・狩猟者登録手数料（1,800 円）※ただし、有害捕獲に携わったことがある等の条件がある。 

 

 

 

 

 

実施内容 事業名 事業主体

大
船
渡
市

陸
前
高
田
市

住
田
町

釜
石
市

遠
野
市

大
槌
町

宮
古
市

矢
巾
町

狩猟免許試験 県単独事業 県 ● ● ● ●

狩猟免許試験

予備講習会
県単独事業 県 ● ● ● ●

狩猟免許取得

手数料補助金
市町村単独事業 市町村 ● ●

有害捕獲従事者

補助金
市町村単独事業

市町村、

地区協議会
● ●

ハンター育成

フォーラム

地域ぐるみの捕獲

推進モデル事業
地区協議会 ●

地域ぐるみの捕獲

推進講習会

地域ぐるみの捕獲

推進モデル事業
地区協議会 ●

狩猟免許普及講習会
地域ぐるみの捕獲

推進モデル事業
地区協議会 ●

H25捕獲の担い手対策実施計画（市町村別）

開催
回数

会場 開催日 備考

大船渡市　大船渡地区合同庁舎 7/7（日）

矢巾町　岩手県消防学校 9/8（日）

遠野市　遠野地区合同庁舎 12/8（日） わな・第１種銃猟限定

宮古市　新里福祉センター 2/2（日） わな・第１種銃猟限定

H25狩猟免許試験

４回



３ 被害防除対策                                       

（1）農業被害防除対策実施計画 

①被害防除対策計画 

 

（2）被害防除体制の整備 

今年度も市町村における協議会の設置、被害防止計画の作成及び鳥獣被害隊策実施隊の設置を推進

する。 

 

 

実施内容 事業名 実施主体

大
船
渡
市

陸
前
高
田
市

住
田
町

釜
石
市

遠
野
市

大
槌
町

宮
古
市

一
関
市

金

ヶ
崎
町

盛
岡
市

紫
波
町

雫
石
町

侵入防止柵設置・補助、資材配布

鳥獣被害防止総合対策事業

シカ防護網設置事業

市町村単独事業

地区協議会、市町村 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

被害状況調査（アンケート等）

鳥獣被害防止総合対策事業

市町村単独事業

地域ぐるみの捕獲推進モデル事業

市町村 ● ● ● ● ● ●

研修会等開催
鳥獣被害防止総合対策事業

地域ぐるみの捕獲推進モデル事業
地区協議会 ● ● ● ●

シカパトロール

緊急雇用事業

シカパトロール事業

鳥獣被害防止総合対策事業

市町村、地区協議会 ● ● ● ● ● ● ● ●

H25被害防除関連事業実施計画

実施内容 実施主体 実施内容

岩手県鳥獣被害対策連絡会 県（農林水産部）

【県内の関係者が連携し、効果的な対策を推進】

・市町村被害防止計画作成（地域協議会設置）に向けた意識啓発

・関係者の情報共有及び研修会等の開催による被害対策意識の啓発

被害対策支援チーム 県（広域振興局）
【地域の被害防止対策の推進、広域連携対策の実施】

・市町村被害防止計画の作成指導

地域協議会 市町村 【市町村被害防止計画に基づき、被害防止対策を実施】

農作物被害に係る鳥獣被害

防止対策検討チーム
県（農林水産部）

【農作物被害の低減を図る具体的な対策を検討】

・構成：農林水産部農業振興課、農業普及技術課、環境生活部自然保

護課

被害防止対策実施体制整備

作成年度 実施市町村

平成20年度  大船渡市、陸前高田市、住田町、遠野市

平成21年度  岩泉町、一関市

平成22年度  大槌町、盛岡市

平成23年度  釜石市、山田町

平成24年度
 八幡平市、雫石町、紫波町、矢巾町、花巻市、 奥州市、金ヶ崎町、
 平泉町、宮古市、久慈市、 野田村、普代村

平成25年度  滝沢村

作成年度 実施市町村

平成21年度  岩泉町

平成23年度  一関市

平成24年度  遠野市、花巻市

平成25年度  雫石町、住田町、陸前高田市、金ヶ崎町

被害防止計画作成状況　※対象鳥獣にシカを含む市町村のみ

鳥獣被害対策実施隊設置状況　※対象鳥獣にシカを含む市町村のみ



①地域ぐるみの被害防止対策指導者育成研修 

 地域ぐるみの被害防止対策の指導者を育成するため、鳥獣の生態から効果的な捕獲・対策に関する

講義と現地実習を行う。 

 対象：市町村職員、農協職員等 

 ②侵入防止柵設置指導者育成研修 

 農業者に対して侵入防止柵の設置を指導する人材を育成するため、現地実習を行う。 

 対象：農業改良普及員、農協職員、市町村職員等 

 

（3）林業被害防除対策実施計画 

 

（4）自然植生被害対策実施計画 

 ①早池峰山周辺地域における捕獲の強化 

  猟友会、市町村と連携し、早池峰山周辺地域における捕獲を推進する。 

 ②鳥獣保護区等の見直しによる可猟区域の拡大 

  シカの逃げ場ともなっている鳥獣保護区等の見直しによる可猟区域の拡大について、検討を進める。 

 

４ 生息環境管理                                       

（1）シカを寄せ付けない環境づくり 

①生息環境管理実施計画 

 

（2）個体数増加の防止 

 個体数増加の引き金となっている草地について、現状把握のため、情報収取を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施内容 事業名 事業主体

大
船
渡
市

陸
前
高
田
市

釜
石
市

遠
野
市

葛
巻
町

忌避剤塗布
治山事業

森林整備事業
県、市町村、森

林組合他
● ● ● ● ●

防護柵設置 森林整備事業
市町村、森林

組合他
● ● ● ●

H25林業被害対策実施予定（市町村別）

実施内容 事業名 実施主体

大
船
渡
市

耕作放棄地刈払い
鳥獣被害防止
総合対策事業

地区協議会 ●

H25生息環境管理実施計画



５ モニタリング調査                                     

(1)モニタリング調査 

 

 

６ 普及啓発                                         

（1）第４次シカ保護管理計画の周知 

  第４次シカ保護管理計画内容の周知のため、市町村の担当職員等を対象に説明会を開催する。 

（2）地域住民への普及啓発 

  市町村広報等を活用し、鳥獣被害対策に対する地域住民の意識啓発を図る。 

区　　　分 内　　　　　　　　　　　　　容 調査時期等

②目撃情報の収集 　目撃情報を収集することにより、分布状況の指標とする。 通年

区画法：10月～11月

糞塊法：10月～12月

④植生(ササ)調査
植生(ササ)の被食状況を把握し、分布状況や自然植生への影響

を指標とする。
6月

①農業被害：通年

②林業被害：5月
⑤被害調査 　農林業被害状況及び被害防除対策の実施状況等を把握する。

H25モニタリング調査実施予定

①目撃情報の収集
狩猟及び有害捕獲の捕獲報告票から捕獲数、捕獲場所、目撃効

率、捕獲効率を把握することにより、個体数の増減、分布状況の
指標とする。

②生息密度調査

③捕獲個体調査
狩猟及び有害捕獲された個体について、年齢・栄養状態を分析

し、個体群状況の指標とする。
11月～2月

通年

　区画法や糞塊法により生息密度の変化を把握し、個体数の増減
の指標とする。
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